
一 般 質 問 通 告 書 

 次の件について、会議規則第 60条の規定により、一般質問の通告をいたします。（全体所要時間 ６0 分） 

令和 ７ 年 １１月 ２８日 午前・午後      時      分 受付 

                            広陵町議会議員  山田美津代   印 

 広陵町議会議長 谷 禎一様 

質問の要旨（できるだけ具体的に 答弁者 

質問事項１，町営住宅建て替えの進捗状況は？ 

＜内容＞何度も質問して参りました老朽化がおびただしい町営住

宅の建て替えを検討すると７月議会でご答弁いただきま

した。先日、九州でも震度５の地震が起きていつ広陵町に

も災害が起こるかわかりません。 

町民の命と財産を守る自治体として喫緊の施策として建

て替えがいると思います。 

７月議会でのご答弁で希望を持った訳ですがどのような

日程、どのような計画ですか？ 

町長 

質問事項２ 教育費への補助の拡大を 

＜内容＞ 

① 小中学校就学援助の周知と支援の枠や金額の増額を 

② 高校へ上がると保護者の負担も増える 

町独自の給付奨学金は年間６万円。この増額を 

（高校入学時費用、公立高校年間およそ４２５、０５８円 

私立高校１、１６３、３８８円） 

③ 各学校へのトイレに生理用品常備を 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



質問事項３，小中学校給食について 

＜内容＞中学校の残食に関するアンケート結果が25日全員協

議会で説明されました。広陵中学校では給食を残す理

由の２番目に喫食時間が少ないと有りダイエットとかは

少ない回答数でした。そこで 

① 喫食時間や、配膳時間の改善 

② 残食が多い献立の調査  

③ 朝食を食べずに来る生徒数の把握 

等、細かく調査される必要があるのでは 

担当部局は再度アンケートは取るつもりとのことですが

いつ頃を予定されていますか。又、設問内容の検討が依

然と同じではいけないと思いますがどのように変える

おつもりですか。配膳時間の短縮のための改善はすぐ

しなければなりませんがどのように変えますか？ 

又、給食費無償化が１年３か月実施されますが、不登校

児童生徒への支援は検討されていません。 

無償化実施されている自治体で不登校への支援を実施

されている自治体もあるなか同じ町内の児童生徒に支

援をもとめる事はいるのではないか？ 

 

 

 

教育長 

 

質問の内容につきましては、詳細に記入してください。 

 


